
（法第10条第1項） 

  令和６年度事業報告書 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人認知症介護家族の会うさぎ 

１ 事業実施の成果 

  令和６年度は、「認知症介護普及啓発事業」として稲敷市から委託を受けている「認

知症サポーター養成講座」を２回、「認知症サポーター・ステップアップ講座」を１回

開催した。その内中学校における「認知症サポーター養成講座」は９回目であった。

中学生の時期に認知症について学ぶことは、自身の将来や地域の為にも有意義なこと

と思われる。又、「介護相談事業」と「介護家族交流事業」としては、稲敷市からの委

託事業である「いな式オレンジカフェ」を計画通り６回実施した。いずれも地域にお

ける認知症の啓発活動として今後も継続していく。 

介護保険法に基づく通所介護事業については、利用者様の自立支援と交流の提供、

自宅で安心して生活出来る様に健康管理や認知機能の活性化等に取り組んでいる。 

地域の高齢者及びご家族の方々の要望に今後も応えていきたい。  

訪問介護は、介護記録入力ソフトの導入や新規相談窓口の設置等、業務改善に取り

組んでいる。今後もケア支援の時間確保・質の向上に努めていきたい。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

認知症介護 

普及啓発 

事業 

○地域の高齢者及び介護者

を対象とした認知症カフェ

を開催 

「第 30回いな式オレンジカ

フェ」 

 

令和 6年 5月 15日 

笑遊館 

担当 2名 

（諸岡・今井） 

ボランティア 2名 

    8名  0 

介護相談 

事業及び 

介護家族 

交流事業 

○認知症サポーター養成 

講座を開催 

 

令和 6年 5月 28日 

いなしきの郷 

担当 1名 諸岡） 

 

いなしきの郷 

介護職員 

  約 20名 

    

 0 



認知症介護 

普及啓発 

事業 

○認知症サポーター養成 

講座を開催 

 

 

令和 6年 6月 4日 

稲敷市江戸崎中学校 

担当 2名 

（諸岡・有坂） 

３年生 

９６名 

 

    

 0 

介護相談 

事業及び 

介護家族 

交流事業 

○地域の高齢者及び介護者

を対象とした認知症カフェ

を開催 

「第 31回いな式オレンジカ

フェ」 

 

令和 6年 6月 12日 

笑遊館 

担当 2名 

（諸岡・小嶋） 

ボランティア 3名 

  7名 

 

    

 

 

 0 

認知症介護 

普及啓発 

事業 

○地域の高齢者及び介護者

を対象とした認知症カフェ

を開催 

「第 32回いな式オレンジカ

フェ」 

 

令和 6年 9月 11日 

笑遊館 

担当 2名 

（諸岡・小嶋） 

ボランティア 4名 

 

    7名  0 

介護相談 

事業及び 

介護家族 

交流事業 

○地域の高齢者及び介護者

を対象とした認知症カフェ

を開催 

「第 33回いな式オレンジカ

フェ」 

 

令和 6年 10月 9日 

笑遊館 

担当 2名 

（諸岡・有坂） 

ボランティア 6名 

 

 11名 

 

    

 

 

 0 

介護相談 

事業及び 

介護家族 

交流事業 

○地域の高齢者及び介護者

を対象とした認知症カフェ

を開催 

「第 34回いな式オレンジカ

フェ」 

 

令和 6年 11月 13日 

笑遊館 

担当 2名 

（諸岡・小嶋） 

ボランティア 6名 

 12名 

 

    

 

 

 0 

介護相談 

事業及び 

介護家族 

交流事業 

○地域の高齢者及び介護者

を対象とした認知症カフェ

を開催 

「第 35回いな式オレンジカ

フェ」 

 

令和 7年 2月 12日 

笑遊館 

担当 2名 

（諸岡・小嶋） 

ボランティア 5名   

 15名 

 

    

 

 

 0 



認知症介護 

普及啓発 

事業 

○認知症サポーター・ステ

ップアップ講座を開催 

 

令和 6年 12月 21日 

稲敷市役所 

３階会議室 

担当：諸岡 

受講者 3名  0 

介護保険法 

に基づく通 

所介護（介護 

予防通所介 

護）及び訪問

介護 

○認知症者を含む要支援・

要介護者を対象とし、通所

介護・介護予防通所介護を

実施する。 

 

 

〇要支援・要介護者を対象

とし、訪問介護を行う。 

 

〇管理費 

〇デイサービスうさぎ 

通年、月～土 

年末年始（29～3 日ま

で休業、祝日は営業） 

 

 

〇訪問介護うさぎ 

・要支援・要

介護者 

一日平均 

15名 

 

 

・要支援・要

介護者 

一日平均 

   14名 

 

  34，874 

 

 

 

 

 

   15，415 

 

    

   5，722 

 

(２) その他     

令和６年度第１回理事会 

 

令和６年５月２５日（土） 

 

理事 ５名 

〇 

令和６年度 総会 令和６年５月２５日（土） 

 

理事、正会員 １４名 

〇 

令和６年度第２回理事会 

 

令和６年１２月１４日（土） 

 

理事 ６名（新理事含む） 

〇 

   

３ 実施できなかった事項 

認知症介護普及啓発事業は当NPO法人の中心的活動であるが、各世代への啓発活動が

実施できなかった。対象・内容・方法・時期等の計画までにも至らず、十分に検討する時

間も確保出来なかった。来年度は、地域の実情を見ながら、何か一つでも課題を見つけて、

実現の方向に持っていきたい。 


